
向日市告示第４０号 

 

向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付要綱を次のように定めます。 

 

  令和８年４月１日 

 

                    向日市長 安 田  守    

 

 

向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本要綱は、向日市の農産物に甚大な被害を及ぼす病害虫の防除対策を実施す

る者（以下「防除者」という。）に対し、予算の範囲内において補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付に関しては、向日市補助金等交付規則（平成２

０年向日市規則第９号）に定めるもののほか、本要綱に必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金の交付対象となる事業及びその内容については別表１のとおりとす

る。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。 

 

（交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする防除者（以下「申請者」という。）は、向日市

農産物病害虫等防除対策事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添付して、

市長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付決定通知書（様式第２

号）により当該申請者に通知するものとする。 

 

（事業計画の変更及び承認） 

第５条 第４条の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）が、事業計画の変更をしようとするときは、向日市農産物病害虫等防除対策事業

補助金計画変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出して、その承認を得なければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容等を検討のうえ承認した



場合には、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金事業計画変更承認書（様式第４

号）により通知するものとする。 

 

（事業完了報告） 

第６条 補助事業者は、補助事業完了後、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金

事業完了報告書（様式第５号）に別に定める関係書類を添えて、事業完了後、速やかに

市長に提出しなければならない。 

 

（確定通知） 

第７条 市長は、前条の規定による事業の完了報告書を受理したときは、当該報告に

かかる書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助事業の成果が補助

金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金確定通知書（様式第６号）

により、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（請求及び交付） 

第８条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、向日市農産物病害虫等防

除対策事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は前項の規定による請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金

を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補

助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。 

（１） 本要綱に違反したとき。 

（２） 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用

しなかったとき。 

（３） 補助金の交付に付した条件に違反したとき。 

（４） 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。 

（５） 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。 

 

（補助金の返還等） 

第１０条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取消した場合において、補助対

象事業の変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限

を定めて、その返還を求めるものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 



 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第２条関係） 

補助対象事

業 

補助対象者 対象作物 補助対象経費 補助率 補助上限回数 

竹林病害虫

等防除対策

事業 

向日市に竹

林を所有又

は、貸借

し、かつ対

象作物に係

る営農をし

ている農業

者、農業法

人及びその

他市長が特

に認めるも

の 

たけのこ 竹林病害虫の

まん延防止対

策に係る次に

掲げる経費

（植物防疫法

（昭和２５年

法律第１５１

号）第２９条

第１項に基づ

き京都府が指

定する防疫措

置に係る経

費） 

➀薬剤 

②機器等（噴

霧器、ジェッ

トノズル等の

付属品を含

む） 

購入金額の１／２

以内 

【上限】 

➀薬剤５５０円／

１a/1回 

②機器等７万円／

台/1回 

※付属品のみ購入

する場合は１台分

に限る 

 

【申請回数】 

➀薬剤 

１世帯（法人・

団体）、当該年

度中に２回まで

とする。 

②機器等 

１世帯（法人・

団体）、当該年

度中１台限りと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

  年  月  日 

 

向日市長 様 

 

住所 

氏名 

 

向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付申請書 

 

 年度において下記のとおり事業を実施したいので、向日市農産物病害虫等防除対策事業補

助金交付要綱第３条の規定により補助金を交付されたく申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  金         円 

 

２ 事業の内容 

 

３ 事業計画 

 （１） 薬剤購入計画 

農地面積 事業面積 総事業費
(a) (a) (円) 市補助金 自己負担 その他 計

小計

実施場所
負担区分（円）

 

 （２） 機器等購入計画 

単価 購入台数 総事業費
(円) (台) (円) 市補助金 自己負担 その他 計

小計

購入機器
負担区分（円）

 

４ 添付資料 

・実施する農地の位置図、見積書、購入予定機器のカタログなど 



様式第２号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

向日市長 

 

   向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付決定通知書 

 

 年 月 日付けで申請のあった下記事業に対し、向日市農産物病害虫等防除対策事業費

補助金交付要綱第４条の規定に基づき、下記条件を付して、交付を決定したので通知しま

す。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

 

２ 交付決定額  金       円 

 

３ 補助条件 （１） この補助金は、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付要綱に基づく補助

事業以外に使用しないでください。 

         （２） 事業が適正に行われることを期するため、必要があるときは、市長が事業の実施

状況の報告を求め、又は実施調査を行うことがあります。 

         （３） 補助事業の実施にあたり、近隣の土地所有者に対し十分周知するとともに、理解

と協力を求めてください。 

         （４） 補助事業を実施した場所については、まん延防止等のため、事業完了後において

も適切に管理するとともに、補助金交付目的に従って、本病害虫の予防対策及び目視

による発生監視調査を行ってください。 

         （５） 補助事業の遂行に関しては、向日市補助金交付規則及び向日市農産物病害虫等防

除対策事業補助金交付要綱の規定を遵守してください。 

         （６） その他市長が必要と認めた事項に対する報告及び検査並びに指示に従うこと。 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

年   月   日 

 

向日市長 様 

 

住所 

氏名  

 

 

   向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金事業計画変更承認申請書 

 

 

 向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付要綱第７条の規定により事業計画の変更

をしたいので、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

 

２ 申請及び決定年月日 

   

  申請   年   月   日 

  決定   年   月   日 

 

 

３ 変更理由 

 

 

４ 変更の内容及び経費配分 

  裏面のとおり 

 

 

 

 

 

 



 （１） 薬剤購入計画（変更） 

農地面積 事業面積 総事業費
(a) (a) (円) 市補助金 自己負担 その他 計

小計

実施場所
負担区分（円）

 

 

（２） 機器等購入計画（変更） 

単価 購入台数 総事業費
(円) (台) (円) 市補助金 自己負担 その他 計

小計

購入機器
負担区分（円）

 

※変更後を（   ）で記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

第      号 

年  月   日 

 

       様 

 

向日市長 

 

 

   向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金事業計画変更承認書 

 

 

 年  月  日付けで申請のあった標記の補助金について、下記の条件を付けて承認し

ます。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

 

２ 交付決定額   金        円 

 

 

３ 承認条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第６条関係） 

 

年   月   日 

向日市長 様  

住所 

氏名 

 

   向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金事業完了報告書 

 

 年  月  日付けで補助金交付決定通知を受けた標記の補助金について、補助事業を

完了したので、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金要綱第８条の規定により、関係

書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 完了年月日   年   月   日 

 

３ 事業実績書 

 （１）薬剤購入計画 

農地面積 事業面積 総事業費
(a) (a) (円) 市補助金 自己負担 その他 計

小計

実施場所
負担区分（円）

 

 （２）機器等購入計画 

単価 購入台数 総事業費
(円) (台) (円) 市補助金 自己負担 その他 計

小計

購入機器
負担区分（円）

 

４ 添付書類 

・領収書（レシートなど）、購入した薬剤や機器の写真など 



様式第６号（第７条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

向日市長 

 

 

   向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金確定通知書 

 

 

 年 月 日付け 第  号をもって交付決定をした下記事業に対し、向日市農産

物病害虫等防除対策事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、交付額を確定した

ので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助事業名 

 

 

２ 交付確定額   金       円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

 向日市長 様 

 

住所 

氏名 

 

 

   向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付請求書 

 

 

 年  月  日付け  第  号をもって確定通知のあった下記事業に対し、向日市農

産物病害虫等防除対策事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、補助金の交付を請求

します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助事業名 

 

 

２ 請求額   金       円 

 

    振込先 金融機関名          

        口 座 種 別          

        口 座 番 号          

        口座名義人          

 

３ 添付書類 

 振込口座が確認できる書類 

 

 

 


